
届出対象行為

届出対象行為の概要と届出の規模 （全市域の規模。（ ）は、景観形成重点地区（注）の規模です。）

（注）江内戸の景と沈堕の滝の眺望景観（景観形成重点地区）は、視点場から 1500ｍ以内の行為に適用します。

建築物 門、塀、垣、柵

新築、増築、改築、移転の場合 新築、増改築、移転

外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更の場合 除却の場合

工作物 （新設、増築、改築又は移転の場合）

擁壁 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、自動車車庫、製造施設等、貯蔵槽等

煙突、鉄柱等、広告塔、高架水槽等、観覧車等

高さ

高さが13m（10ｍ）以上又は

延べ面積が500㎡（100㎡）以上

当該行為係る面積の合計が

500㎡（100㎡）以上

高さ

高さが5ｍ（2ｍ）以上

建築物

高さ

高さ

高さ

高さ

高さ 高さが13ｍ（10ｍ）以上又は

築造面積が1000㎡（500㎡）以上

築造面積(※)

高さ

高さが13ｍ（10ｍ）以上

建築物と一体の場合、

高さは、地盤面から

の高さとする

□工作物

高さが5m（2ｍ）以上

定めない

築造面積(※)＝

工作物の水平投影面積



太陽光発電設備

橋梁等 工作物（外観の変更等の場合）

その他

開発行為、土地の開墾・形質変更、土石・鉱物の採取・採掘

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

木竹の伐採

届出が不要なもの

高さが13ｍ（10ｍ）以上又は

築造面積が1000㎡（500㎡）以上

高さ

当該行為係る面積の合計が

1000㎡（500㎡）以上

築造面積

堆積を行う土地の面積

土地の形質変更が3000㎡（500㎡）以上のもの又は

法の高さが5ｍ（2ｍ）以上の盛土、切土を伴うもの

堆積を行う土地の面積が100㎡（100㎡）以上のも

の又は高さが2ｍ（2ｍ）以上のもの

（堆積の期間が90日以下のものを除く）

区域の面積が3000㎡（500㎡）以上のもの

高さ

高さ

形質変更の面積

○農林業を営むために行う土地の形質の変更

〇農林業を営むために行う森林の皆伐

〇地下に設ける建築物又は工作物等

○仮設の工作物

○通常行われる木竹の除伐、間伐、整枝等

○法令に基づく義務の履行として行う行為

○文化財保護法の許可等を受けた行為

○屋外広告物条例に適合する屋外広告物

〇良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがな

いと市長が認める行為

区域の面積

築造面積(※)＝

工作物の水平投影面積

築造面積(※)

長さ

長さが20ｍ（10ｍ）以上

(水路橋は、10ｍ以上

または50㎡以上)

高さ

最上部の上端

最下部の下端


